
会⾧・副会⾧避難所運営委員会の参集

避難所運営委員会の会長等は、避難所運営委員会名簿に基づき、避
難所運営員会を参集・組織します。

□ 筆記用具
□ 【様式２-２ 避難所運営委員会名簿】

□ 会長・副会長が参集していない場合は、避難者リーダーを中心
に避難所運営委員会を組織します。

□ 避難者に避難所運営委員会への参加を求めます。

役 割

準備物

注意点

ﾁｪｯｸ

１
会長等は、あらかじめ作成している【様式２－２ 避難所運営委
員会名簿】に基づき、委員を参集します。

ﾁｪｯｸ

２
避難所運営委員会の委員は、あらかじめ体温測定を行い、健康状
態をセルフチェックした上で参集します。

ﾁｪｯｸ

３
会長等は、参集した委員や避難者により避難所運営員会を組織し、
避難所開設の準備を行います。

避難所運営員会の参集の目安

※以下に該当する場合は、代わりの人に業務をお願いします。

1-1
避難所開設準備

※初動期の避難所開設の責任者は、避難所担当職員ですが、避難所運営員会
や避難者の協力のもと避難所開設の準備をします。

① 自動参集
□ 震度6弱以上の大規模地震の発生

② 会⾧等からの参集指示
□ 風水害等で市が開設指示するとき
□ 災害に備え市が自主避難を促すとき
□ 会⾧等が避難所開設が必要と判断したとき

□ 発熱がある、又は微熱が続く場合
□ 咳やくしゃみ、のどの痛み、呼吸苦などの症状がある場合
□ 頭や体の痛み、だるさ、嘔吐や下痢などの症状がある場合
□ 直近、２週間以内に体調不良などで病院を受診した場合
□ 直近、２週間以内に感染症の流行地域に渡航歴がある場合

体調確認の項目





総務班建物の安全確認

避難所に参集後、避難者リーダー、施設管理者、避難所担当職員が
協力して、建物の安全確認を実施します。

□ 筆記用具
□ 【様式3-② 避難所施設被害状況チェックリスト】

建物の安全確認ができるまでは避難者を建物の中に入れないように
します。二次災害の危険があります。

役 割

準備物

注意点

ﾁｪｯｸ

１
避難者は、施設の安全点検が終了するまでは、避難所内に立ち入
りできないことを周知します。

ﾁｪｯｸ

２
避難者リーダー、施設管理者、避難所担当職員が協力し、【様式
3-② 避難所施設被害状況チェックリスト】を使用して、建物の
安全点検を行います。

ﾁｪｯｸ

３
避難所運営員会を中心に、施設管理者、避難所担当職員と協力を
して、避難所の開設準備を開始します。

避難者の立ち入りを禁止

※施設管理者、避難所担当職員が不在の場合は、避難者リーダーが行います。

1-2
避難所開設準備

※初動期の避難所開設の責任者は、避難所担当職員ですが、避難者の協力の
もと避難所開設の準備をします。

要注意・危険安全
□ 避難者を避難させない。

（避難者が建物内にいる場合は、
屋外に誘導）

□ 判定結果の表示

災害対策本部への要請

□ 応急危険度判定士の派遣
□ 代替施設の確保

災害対策本部
089-987-7000





会⾧・副会⾧
総務班避難所の開設準備

施設内の開錠の確認、ライフラインの安全点検を行い、避難所の開
設準備や感染症対策の状況を把握し、指示をします。

□ 筆記用具
□ 【様式１ 避難所開設チェックリスト】
□ 【様式１－２ 避難所感染症対策チェックリスト】

□ 屋内に避難できない場合は、屋外退避するためテント等の設営
をします。

役 割

準備物

注意点

ﾁｪｯｸ

２
【様式１ 避難所開設チェックリスト】 を基に、施設の状況、開
設準備の進捗状況を把握し、各班長に必要な指示をします。

ﾁｪｯｸ

３
避難所施設内の開錠の確認を行い、施錠されている場合は、施設
管理者に開鍵を依頼します。

ﾁｪｯｸ

５
【様式１－２ 避難所感染症対策チェックリスト】を基に、避難
所の感染症対策の実施状況を把握し、各班長に必要な指示をしま
す。

1-3
避難所開設準備

※各班⾧は、班員の協力のもと各班の役割を主体的に実施します。

ﾁｪｯｸ

４
施設管理者、避難所担当職員と協力し、【様式１ 避難所開設
チェックリスト】を基に、施設内のライフラインの状況を把握し
ます。

ﾁｪｯｸ

１
避難所運営委員会の参集、施設の安全点検を終え、避難所開設の
準備を始める旨を災害対策本部に電話等で報告します。

災害対策本部への報告

□ 避難所担当職員、避難所運営委員会の参集状況
□ 施設の安全点検の状況

災害対策本部
089-987-7000

※災害対策本部への報告は、避難所担当職員が行います。
※固定電話や携帯電話が使用できない場合、防災無線等を使用します。





会⾧・副会⾧
総務班避難スペースの決定

被害状況等を参考に、避難所施設利用計画や避難所レイアウト図を
基に、立入禁止スペース、共用スペース、住民避難スペースを決定
します。

□ 筆記用具
□ 【避難所施設利用計画】、【避難所レイアウト図】

□ 情報広報班は、決定した立入禁止スペース、共用スペース、住
民避難スペースを避難者がわかるように掲示をします。

役 割

準備物

注意点

ﾁｪｯｸ

１
【避難所施設利用計画】や【避難所レイアウト図】を基に、立入
禁止スペースを決定します。

ﾁｪｯｸ

２
【避難所施設利用計画】や【避難所レイアウト図】を基に、共用
スペースを決定します。

ﾁｪｯｸ

４ 情報広報班は、立入禁止スペース、共用スペース、住民避難ス
ペースを避難者にわかりやすく掲示をします。

1-4
避難所開設準備

ﾁｪｯｸ

３
【避難所施設利用計画】や【避難所レイアウト図】を基に、住民
避難スペースを決定します。

ﾁｪｯｸ

５ 各班は、決定した立入禁止スペース、共用スペース、住民避難ス
ペースを設営します。



八坂小学校 体育館

八坂小学校 校舎1階

避難所レイアウト図

避難所レイアウト図



会⾧・副会⾧
総務班

災害対策本部への報告

速やかに避難者受付準備、避難スペース等の区割りを行い、避難者
の受け入れ準備を整え、災害対策本部に避難所開設の報告をします。

□ 筆記用具
□ 【様式6-1：避難所状況報告書（初動期用）】
□ 【様式6-2：避難者一覧表】
□ 【様式6-3：避難者の健康状況調査シート】

□ 災害の状況に応じて、共用スペースや避難スペースの詳細な設
営は、避難者の受け入れ開始後に行う等、なるべく早く避難所
開設報告をします。

役 割

準備物

注意点

1-5
避難所開設準備

ﾁｪｯｸ

１
速やかに避難者受付準備、避難スペース等の区割り、避難所の感
染症対策を行い、避難者の受け入れ準備を整え、災害対策本部に
避難所開設の報告をします。

災害対策本部への報告

□ 避難所開設準備完了の報告

災害対策本部
089-987-7000

※災害対策本部への報告は、避難所担当職員が行います。
※固定電話や携帯電話が使用できない場合、防災無線等を使用します。

２
【様式6-1：避難所状況報告書（初動期用）】及び【様式6-2：
避難者一覧表】及び【様式6-3：避難者の健康状況調査シート】
により、災害対策本部に避難所状況を報告します。

※災害対策本部への報告は、避難所担当職員が行います。
※メールやFAX等が使用できない場合、電話や防災無線等を使用します。

ﾁｪｯｸ

避難所開設から1時間後

災害対策本部への報告

□ 【様式6-1：避難所状況報告書（初動期用）】
□ 【様式6-2：避難者一覧表】
□ 【様式6-3：避難者の健康状況調査シート】

【TEL】089-987-7000 【FAX】089-987-7744
【メール】ST-HONBU@city.Matsuyama.ehime.jp

災害対策本部




